
報第１２号

令和７年度高山市一般会計補正予算（第２号）の専決処分について

令和７年度高山市の一般会計の補正予算（第２号）を別紙とすることにつき、地方自治法（昭和

２２年法律第６７号）第１８０条第１項の規定により、令和７年６月５日専決処分したので、同条

第２項の規定により報告する。

令和７年６月１１日提出

高山市長 田 中 明
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令和７年度高山市一般会計補正予算（第２号）

令和７年度高山市の一般会計の補正予算（第２号）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ２０４，０００千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出そ

れぞれ６０，８６３，０００千円とする。

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第１表

歳入歳出予算補正」による。

令和７年６月５日専決

高山市長 田 中 明
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第１表　歳 入 歳 出 予 算 補 正

歳　入 (単位：千円)

款 項 補  正  前  の  額 補　　正　　額 計

15. 国 庫 支 出 金 ９，３９４，５２５ ２０４，０００ ９，５９８，５２５

2. 国 庫 補 助 金 ４，１４９，６２６ ２０４，０００ ４，３５３，６２６

歳　　　　　入　　　　　合　　　　　計 ６０，６５９，０００ ２０４，０００ ６０，８６３，０００

歳　出 (単位：千円)

款 項 補  正  前  の  額 補　　正　　額 計

3. 民 生 費 １５，８９３，１３８ ２０４，０００ １６，０９７，１３８

1. 社 会 福 祉 費 ５，４８９，３７０ ２０４，０００ ５，６９３，３７０

歳　　　　　出　　　　　合　　　　　計 ６０，６５９，０００ ２０４，０００ ６０，８６３，０００
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令和７年度高山市一般会計歳入歳出補正予算事項別明細書
歳　入

(款) 15. 国庫支出金

(項) 2. 国庫補助金 (単位：千円)

節

目 補正前の額 補 正 額 計
区     分 金   額

説　　　　　　　　　　　　　明

 2. 民生費国庫補助金 336,673 204,000 540,673  1. 社会福祉費補助金 204,000 定額減税不足額給付金給付事業費

              　　　　　   204,000(159,000)

　補助率　　１０／１０

計 4,149,626 204,000 4,353,626
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歳　出

(款) 3. 民生費

(項) 1. 社会福祉費 (単位：千円)

補　 正　 額　 の　 財　 源　 内　 訳 節

目 補正前の額 補  正  額 計 特    定    財    源
一般財源 区   分 金   額

説　　　明

国庫支出金 県 支 出 金 地 方 債 そ の 他

 7. 物価高騰対 159,000 204,000 363,000 204,000 10. 需用費 300 消耗品費                        200(250) 

応重点支援 印刷製本費                      100(150) 

給付金給付 11. 役務費 1,200 通信運搬費                    550(1,300) 

費 手数料                        650(1,600) 

18. 負担金、補 202,500 定額減税不足額給付金    202,500(136,000) 

助及び交付

金

計 5,489,370 204,000 5,693,370 204,000
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